
独立行政法人農業工学研究所の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

　① 平成１７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方

　② 役員報酬基準の改定内容

理事長

理事

監事

監事（非常勤） 改定は行わなかった。

２　役員の報酬等の支給状況

平成１７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

15,979 10,860 4,467
326
326

(調整手当）
(通勤手当）

４月１日１人 ３月３１日１人

千円 千円 千円 千円

13,655 9,350 3,860
280
165

(調整手当)
(通勤手当)

４月１日１人 ３月３０日１人

千円 千円 千円 千円

10,472 7,624 2,082
228
538

(調整手当)
(通勤手当)

４月１日１人 ３月３１日１人

千円 千円 千円 千円

607 607 0
0 （　　　　）

３月３１日１人

　　

　　　　　　俸給月額を０．３％引き下げ、期末特別手当の支給割合を０．０５月分引上げた。

　　　　　　俸給月額を０．３％引き下げ、期末特別手当の支給割合を０．０５月分引上げた。

　　　　　　俸給月額を０．３％引き下げ、期末特別手当の支給割合を０．０５月分引上げた。

注：「調整手当」とは、民間における賃金、物価及び生計費が特に高い地域に在勤する役員に支給され
ているものである。

理事
（　１　人）

監事
（　１　人）

監事
（非常勤）
（　１　人）

理事長

　　中期目標に定められた業務について、中期計画に沿った年度計画が順調に達成され、独立
　　行政法人評価委員会による平成１６年度の総合評価がＡ評価であったこと等を踏まえ、役員
　　報酬の増減は行わなかった。

就任・退任の状況
役名

その他（内容）
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３　役員の退職手当の支給状況（平成１７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率

千円 年 月

11,073 4 0 H17.3.31 1.0

千円 年 月

8,396 3 0 H16.3.31 1.0

千円 年 月

2,795 2 0 H17.3.31 1.0

Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　② 職員給与決定の基本方針
　ア 給与水準の決定に際しての考慮事項とその考え方

独立行政法人評価委員会による
業績評価の結果、年度計画に基
づいて適切に業務が行われてい
たとされ、基本業績勘案率１．０を
加減算するには至らないとの決定
がなされた。
なお、当該支給額（総額）には、
業績勘案率導入以前の期間に係
る分として、既に当該役員に対し
て一部支給された額(9,375千円、
平成16年度支給)が含まれてい
る。

独立行政法人評価委員会による
業績評価の結果、年度計画に基
づいて適切に業務が行われてい
たとされ、基本業績勘案率１．０を
加減算するには至らないとの決定
がなされた。
なお、当該支給額（総額）には、
業績勘案率導入以前の期間に係
る分として、既に当該役員に対し
て一部支給された額(1,603千円、
平成16年度支給)が含まれてい
る。

摘　　要

注： 業績勘案率は、農林水産省独立行政法人評価委員会が０．０から２．０の範囲内で業績に応じて決
定する。

理事長

理事

監事

法人での在職期間

独立行政法人評価委員会による
業績評価の結果、年度計画に基
づいて適切に業務が行われてい
たとされ、基本業績勘案率１．０を
加減算するには至らないとの決定
がなされた。
なお、当該支給額（総額）には、
業績勘案率導入以前の期間に係
る分として、既に当該役員に対し
て一部支給された額(8,104千円、
平成15年度支給)が含まれてい
る。

　① 人件費管理の基本方針

　中期計画における職員の人事に関する計画に基づき、人員の適正な配置及び合理化
　を行い、中期計画の人件費の見積りの範囲内で人件費の管理を行っている。

　独立行政法人通則法第５７条第３項に基づき、一般職の職員の給与に関する法律の適
　用を受ける国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、業務の実績及び中期計画
　の人件費の見積りその他の事情を考慮し決定を行っている。
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　イ 職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　ウ 平成１７年度における給与制度の主な改正点

２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

119 42.4 8,160 5,972 91 2,188
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 40.9 6,237 4,529 59 1,708
人 歳 千円 千円 千円 千円

89 42.9 8,875 6,505 97 2,370
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

5 41.5 5,054 3,706 136 1,348

給与種目

俸　　　　　給

制度の内容

　職員の勤務成績等に応じて、昇給や勤勉手当の成績率の決定を行っている。

普通昇給：現に受けている号俸を受けるに至った時から１２月を下らない期間を良
　　　　　　　好な成績で勤務したときは、昇給させることができる。

特別昇給：職員の勤務評定の結果上位の段階に決定され、かつ、執務に関連し
　　　　　　　て見られた職員の性格、能力及び適性が優秀である場合等には、
　　　　　　　年度計画人員の１５％を超えない範囲で、特別昇給させることができ
　　　　　　　る。ただし、研究職員俸給表の適用職員にあっては、顕著な研究業
　　　　　　　績を挙げたと認められる場合等には、同俸給表の適用職員の３％を
　　　　　　　超えない範囲で、別途実施できる。

　（２）配偶者に係る扶養手当の支給月額を５００円引下げ。（月額13,500円→13,000円）

医療職種
（看護師）

事務・技術

研究職種

うち賞与平均年齢
平成１７年度の年間給与額（平均）

総額
区分

常勤職員

　（３）賞与の年間支給月数を０．０５月分引上げ。（４．４月→４．４５月）

注：「技術専門職員」とは、試験圃場管理、模型製作、その他庁務及びこれに準ずる専門的業務に従
事する職種を示す。

賞与：勤勉手当
（査定分）

職員の勤務成績(研究職員のうち特定幹部職員については、前年度の研究業績評
価その他の勤務成績）に応じ、１４５／１００（特定幹部職員にあっては１８０／１００）を
超えない範囲内において成績率を決定し、俸給等の月額にこれを乗ずること等によ
り勤勉手当を支給する。

うち所定内人員

医療職種
（医師）

教育職種
（高等専門学校教

員）

技術専門職員

　（１）すべての級の俸給月額について引下げ。（平均改定率△０．３％）
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人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

該当者なし
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 36.9 4,958 4,958 233 0
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

11 36.9 4,958 4,958 233 0

注１：「委託費等雇用職員」とは、委託費等から給与を支給している非常勤職員を示す。

研究職種

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）

教育職種
（高等専門学校教

員）

医療職種
（病院医師）

教育職種
（高等専門学校教

員）

事務・技術

再任用職員

在外職員

任期付職員

事務・技術

研究職種

委託費等雇用職員

非常勤職員

事務・技術

研究職種

教育職種
（高等専門学校教

員）

医療職種
（病院看護師）

医療職種
（病院医師）

医療職種
（病院看護師）
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②

注１：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注２：

（事務・技術職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

部長 1 － －

課長 4 53.8 － 8,839 －

課長補佐 3 46.5 － 7,198 －

係長 11 39.3 5,029 5,809 6,063

係員 6 29.8 3,473 3,727 4,048

年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
以下、⑤まで同じ。〕

分布状況を示すｸﾞﾙｰﾌﾟ 人員 平均年齢 平均

２０－２３歳、３６－３９歳及び４８－５１歳の該当者は各１名のため、当該個人に関する情報が特定される
おそれのあることから、平均給与額については表示していない。
２８－３１歳、４４－４７歳及び５６－５９歳の該当者がそれぞれ４名以下のため、第１・第３四分位につい
ては表示していない。

注：部長については、該当者が1名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれ
のあることから、「平均年齢」以下の事項については記載していない。
　また、部長、課長及び課長補佐の該当者は、それぞれ４名以下のため、第１・第３四分
位については表示していない。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳 ２４－２７歳 ２８－３１歳 ３２－３５歳 ３６－３９歳 ４０－４３歳 ４４－４７歳 ４８－５１歳 ５２－５５歳 ５６－５９歳

0

2

4

6

8

10

12

14
人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（事務・技術職員） 人千円
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注：

（研究職員）

四分位 四分位

第１分位 第３分位
人 歳 千円 千円 千円

　 研究部長 7 56.6 12,886 13,023 13,136
研究課長 29 49.9 9,511 10,740 11,838
主任研究員 31 41.9 7,834 8,489 9,063
研究員 22 30.7 4,751 5,247 5,675

平均年齢 平均分布状況を示すｸﾞﾙｰﾌﾟ 人員

年齢２４－２７歳の該当者は４名以下のため、第１・第３四分位については表示していない。

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

２０－２３歳２４－２７歳２８－３１歳３２－３５歳３６－３９歳４０－４３歳４４－４７歳４８－５１歳５２－５５歳５６－５９歳

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30
人数

平均給与額

第３四分位

国の平均給与額

第１四分位

年間給与の分布状況（研究職員） 人千円
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③ 職級別在職状況等（平成１８年３月３１日現在）（事務・技術職員／研究職員）

(事務・技術職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級

標準的
な職位 課 長 補 佐

人 人 人 人 人 人 人

25 1 0 5 4 5 5
（割合） (4.0%) (     %) (20.0%) (16.0%) (20.0%) (20.0%)

歳 歳 歳 歳 歳 歳

32～28 36～33 42～40 48～42
千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,084～2,540 3,880～3,402 4,368～4,162 5,363～4,932

千円 千円 千円 千円 千円 千円

4,222～3,473 5,349～4,738 6,063～5,765 7,487～6,804

７級 ８級 ９級 １０級 １１級

・ 同 相 当
人 人 人 人 人

0 4 1 0 0
(     %) (16.0%) (4.0%) (     %) (     %)

歳 歳 歳 歳 歳

59～41
千円 千円 千円 千円 千円

7,195～6,027

千円 千円 千円 千円 千円

9,835～8,309

(研究職員）

区分 計 １級 ２級 ３級 ４級 ５級

標準的
研究部長　・
同相当職

な職位
人 人 人 人 人 人

89 0 22 22 21 24
（割合） (     %) (24.7%) (24.7%) (23.6%) (27.0%)

歳 歳 歳 歳 歳

35～26 45～35 49～43 59～48

千円 千円 千円 千円 千円

5,359～3,028 6,562～5,335 7,724～6,505 9,371～7,873

千円 千円 千円 千円 千円

7,264～4,153 8,813～7,296 10,645～8,951 13,285～10,736

年齢（最高
～最低）

人員

係長・同相当職

課長・同相当職

係員

年齢（最高
～最低）

年間給与
額(最高～
最低)

人員

研究員
研究課長・室長・主任研
究員・同相当職

研究補助
員

注：１級及び９級における該当者が1名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、「年
齢(最高～最低）」以下の事項について記載していない。

年間給与
額(最高～
最低)

部長・同相当職

所定内給
与年額(最
高～最低)

所定内給
与年額(最
高～最低)
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④ 賞与（１７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

(事務・技術職員）
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

％ ％ ％
査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低
％ ％ ％

66.5 67.6 67.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 33.5 32.4 32.9

％ ％ ％

         最高～最低 35.9～31.4 35.2～30.9 34.3～31.3

(研究職員）
夏季（６月） 冬季（１２月） 計

％ ％ ％

57.4 59.0 58.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

42.6 41.0 41.7

％ ％ ％

         最高～最低 44.5～41.7 41.8～40.2 42.4～41.0

％ ％ ％

66.4 67.4 66.9

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

33.6 32.6 33.1

％ ％ ％

         最高～最低 39.7～31.6 39.0～30.7 36.5～31.1

⑤職員と国家公務員及び他の独立行政法人との給与水準（年額）の比較指標（事務・技術職員／研究職員)

(事務・技術職員）

97.4

90.8

(研究職員）

105.1

102.6

給与水準の比較指標について参考となる事項
特になし

注：　当法人の年齢別人員構成をウエイトに用い、当法人の給与を国の給与水準（「対他法人」においては、すべての
独立行政法人を一つの法人とみなした場合の給与水準）に置き換えた場合の給与水準を１００として、法人が現に支
給している給与費から算出される指数をいい、人事院において算出

対他法人（研究職員）

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

対国家公務員（研究職）

対国家公務員（行政職（一））

対他法人（事務・技術職員）

区分

管理
職員

一般
職員

一律支給分（期末相当）

注：管理職員については、該当者が1名のため、当該個人に関する情報が
特定されるおそれのあることから記載していない。
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Ⅲ　総人件費について

当年度
（平成17年度）

前年度
（平成16年度）

千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(A)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｂ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ｃ)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(D)
千円 千円 千円 （％） 千円 （％）

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

②　「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）による人件費削減の取組の状況

　ⅰ）　主務大臣が中期目標において示した人件費削減の取組

　ⅲ）　上記ⅱ）の進捗状況

ａ　基準年度の「給与、報酬等支給総額」は1,118,745千円である。

Ⅳ 法人が必要と認める事項

特になし

57,119 1,199

　　　　　人件費については行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、
　　　　平成１８年度からの５年間において、５％以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定
　　　　福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。
　　　　）の取組を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえた給与体系の見直しを
　　　　進める。

　　　　　人件費については行政改革の重要方針（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、
　　　　平成１８年度からの５年間において、５％以上の削減（退職金及び福利厚生費（法定
　　　　福利費及び法定外福利費）を除く。また、人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。
　　　　）を行うとともに、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、役職員の給与について必要
　　　　な見直しを進める。

　ⅱ）　中期計画において設定した削減目標、国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直し
　　　　の方針

①　　「給与、報酬等支給総額」の対前年度比１．４％増については、役職員給与の引下げ
　　を行ったが、勤勉手当の引上げ（０．０５月分）、欠員ポストの補充等による増による
　　ものである。

　　　また、「最広義人件費」の対前年度比△２．５％については、退職手当の減少
　　（△３９．１％）に対し、上記要因のほか、非常勤役職員等給与の増及びそれらに
　　伴う法定福利費の増によるものである。

区　　分

（△３９．１）

比較増△減

1,118,745

注：「非常勤役職員等給与」について、財務諸表附属明細書「役員及び職員の給与明細」の非常勤職
員給与には、人材派遣会社等からの人材派遣サービスの経費が計上されていないため本表とは一致
しない。

（ 6735.5 ）

1,103,041 15,704

172,353 166,796 5,557

△ 59,518

中期目標期間開始時（平成13年
度）からの増△減

11,076 （ ２３．４ ）

（　１．４　） △ 30,332

（　２．１　）

（ △２．６ ）

91,333

71,305 （ ７０．６ ）（　３．３　）

△ 37,058 （ △２．５ ） 143,382 （ １１．０ ）

給与、報酬等支給総額

最広義人件費
1,442,105 1,479,163

58,318

退職手当支給額
92,689 152,207

非常勤役職員等給与

福利厚生費
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